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1. 本ルール適用住所の算出方法  
①2005（平成 17）年度の国勢調査データを使用しました。 
②印旛沼流域界（事務局作成）と重なる①の住所地を抽出しました。（下図の赤塗） 
③上記②を各市町で修正したものを別表 1（本ルールの適用範囲）としました。 
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2. 浸透施設設置禁止区域の事例  
浸透施設設置禁止区域の参考として各自治体の設定状況を紹介します。 
 

(1) 国・県・社団法人 

1) 国土交通省 
法令等名称：雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案） 平成 22 年 4 月 

 国土交通省 都市・地域整備局 下水道部 
国土交通省 河川局 治水課 

指定状況 ：浸透適地・不適地の判断目安が出されている。 
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2) 東京都 
法令等名称：東京都雨水貯留・浸透施設技術指針 平成 21（2009）年 2 月 

東京都総合治水対策協議会 
指定状況 ：浸透施設の設計で、設置に関する留意事項が示されている。 
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3) 社団法人 雨水貯留浸透技術協会 
法令等名称：戸建住宅における雨水貯留浸透施設設置マニュアル 平成 18 年 3 月 
指定状況 ：斜面近傍の浸透施設設置禁止範囲を指定している。 
 

 


